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平成２６年４月１１日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

行政事業レビューに係る行動計画 

 

第１ 行政事業レビューの取組体制 

１ 行政事業レビュー推進チーム 

行政事業レビュー推進チーム（以下「チーム」という。）を設置し，チーム

が責任を持って行政事業レビュー（以下「レビュー」という。）を実施する。 

チームの構成員は以下のとおりとする。 

総括責任者：官房総括審議官 

副総括責任者：官房総務課長 

メ ン バ ー：官房総務課会計室長，官房総務課企画官，官房人事課長 

経済取引局総務課長，経済取引局取引部取引企画課長 

審査局管理企画課長 

事 務 局：官房総務課，官房総務課会計室 

 

２ 行政事業レビュー外部有識者会合 

外部有識者によって構成される行政事業レビュー外部有識者会合（以下「外

部有識者会合」という。）を設置し，外部の視点を活用したレビューを実施す

る。外部有識者は，チームの総括責任者である官房総括審議官が複数名指名

する。 

 

第２ 取組の進め方 

１ 事業単位の整理 

事務的経費，人件費等を除く全ての平成２５年度の事業について，別途，

行政改革推進本部事務局が示す様式に従って点検の対象となる事業の単位

（以下「事業単位」という。）を整理する。事業単位の整理に当たっては，レ

ビューと政策評価との連携を確保するため，目標管理型の政策評価の対象と

なる施策と，当該施策を構成する事務事業に係るレビューの対象となる事業

（以下「レビュー対象事業」という。）との対応関係を明記する。 

 

２ レビューシートの作成及び中間公表 

(1) 事業担当部署による点検及び行政事業レビューシートの作成 

事業担当部署は，レビュー対象事業について，厳正な点検を行い，事業

単位ごとに，行政事業レビューシート（以下「レビューシート」という。）

を作成する。官房総務課会計室長は，事業担当部署が作成したレビューシ

ートの内容について，厳正な自己点検行われ，適切に記入されているかチ

ェックする。 

(2) 中間公表 

資料１ 
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レビューシートは，記入可能な事項を記入の上，次に掲げる期日までに

公正取引委員会のホームページ（以下「ホームページ」という。）において

公表する。 

ア 公開プロセスの対象となる事業は，原則，公開プロセス開始日の１０

日前 

イ その他の事業は原則６月末，遅くとも７月上旬 

 

３ 外部有識者会合 

(1) チームは，原則，次のいずれかに該当する事業について，外部有識者会

合において点検を求める。 

ア 平成２５年度に新規に開始したもの 

イ 平成２６年度が事業の最終実施年度又は最終目標年度に当たるなど，

平成２７年度予算概算要求に向けて事業の継続の是非等を判断する必要

があるもの 

このほか，チームは，全てのレビュー対象事業が少なくとも５年に一度

を目途に外部有識者の点検を受けることとなるよう平成２５年度の事業の

中から事業を選定し，外部有識者に点検を求める。 

(2) 外部有識者会合に参加する外部有識者はチームの総括責任者が指名した

３名とする。 

(3) 外部有識者が適切な点検を行えるよう十分な情報を提供するとともに，

外部有識者の要請に応じて資料等を提供する。 

(4) チームは，外部有識者による点検の結果を外部有識者の所見として，レ

ビューシートの所見欄に記入する。 

(5) 外部有識者の所見を概算要求に向けての事業の検討において活用すると

ともに，異なる対応を行う場合には，十分な説明責任を果たす。 

 

４ 公開プロセスの実施 

(1) チームは，外部有識者による点検の対象事業のうち，次のいずれかに該

当するものを公開プロセスの対象事業として選定する。その際，外部有識

者会合を活用し，外部有識者から意見聴取等を行った上で選定を行うこと

とする。 

ただし，原則，事業単位が１億円未満のものは対象外とする。 

ア 事業の規模が大きく，又は政策の優先度の高いもの 

イ 長期的又は継続的に取り組んでいる事業等で，執行方法，制度等の改

善の余地が大きいと考えられるもの 

ウ 事業の執行に関して，会計検査院，総務省行政評価局，マスコミなど

内外から問題点を指摘されたもの 

エ 平成２６年度に政策評価における実績評価の対象となる施策に関連す

るもの（複数も可） 

オ その他公開の場で外部の視点による検証を行うことが有効と判断され
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るもの 

(2) 公開プロセスに参加する外部有識者は６名とし，チームの総括責任者が

指名した３名と，行政改革推進本部事務局が選定した３名とする。チーム

の総括責任者は，外部有識者からとりまとめ役を指名する。 

(3) 公開プロセスの実施に先立ち，外部有識者に対し，公開プロセス対象事

業に係る事前勉強会及び現地ヒアリングの機会を随時提供するとともに，

外部有識者の要請に応じて資料等を提供する。 

(4) 公開プロセスは６月上旬から中旬までを目途に実施し，実施方法につい

ては行政改革推進本部事務局が定めるルールに従うものとする。 

(5) 公開プロセスの評価結果及びとりまとめコメントを概算要求に向けての

事業の検討において尊重するとともに，異なる対応を行う場合には，十分

な説明責任を果たす。 

 

５ チームによる点検（サマーレビュー）及び概算要求等への反映 

(1) チームによる点検（サマーレビュー） 

チームは，レビュー対象事業について，厳正な点検を行い，点検結果を

所見として，レビューシートの所見欄に記入する。 

(2) 概算要求等への反映 

チームの所見を平成２７年度予算概算要求や予算執行等に的確に反映

する。官房総務課会計室予算係は，事業担当部署がチームの所見を概算要

求に的確に反映させているかチェックする。 

また，事業担当部署は，その反映状況等について，レビューシートの所

定の欄に分かりやすく記入する。官房総務課会計室長は，レビューシート

の所定の欄において，チームの所見の反映状況等が具体的に分かりやすく

記入されているかチェックする。  

 

６ 点検結果の最終公表 

(1) レビューシートの最終公表 

レビューと政策評価の一覧性に留意し，チームの所見と所見を踏まえた

事業の改善点，平成２７年度予算概算要求における要求額等を記入したレ

ビューシートを概算要求の提出期限までに公表する。 

(2) 概算要求への反映状況の公表 

チームの所見の各事業への反映状況や反映額の総額等をとりまとめ，行

政改革推進本部事務局が示す様式に記入の上，レビューシートの最終公表

後１週間以内に公表する。 

 

７ 新規事業及び新規要求事業の取扱い 

(1) レビューシートの作成及び公表 

平成２５年度の事業のほか，次に掲げる事業についても，事業担当部署

がレビューシートを作成し，記入可能な事項を記入の上，それぞれ次に掲
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げる期日までにホームページにおいて公表する。ただし，平成２７年度新

規要求事業については中間公表を行わない。 

ア 平成２６年度から新規に開始した事業（以下「平成２６年度開始事業」

という。）は，原則６月末，遅くとも７月上旬 

イ 平成２７年度予算概算要求において新規に要求する事業（以下「平成

２７年度新規要求事業」という。）は，平成２７年度予算概算要求の提出

期限後２週間以内 

なお，平成２６年度開始事業は，平成２５年度の事業と同時期に，別

途，行政改革推進本部事務局が示す様式に従って事業単位を整理する。 

(2) チームによる点検 

チームは，平成２６年度開始事業及び平成２７年度新規要求事業につい

ても，事業の必要性，効率性及び有効性の観点から，資金が効率的，効果

的に用いられる仕組みとなっているか等について点検を行い，点検結果を

所見として，レビューシートの所見欄に記入する。 

(3) 概算要求等への反映 

チームの所見を概算要求や予算執行等に的確に反映するとともに，チー

ムの所見の各事業への反映状況や反映額の総額等をとりまとめ，行政改革

推進本部事務局が示す様式に記入の上，次に掲げる期日までにホームペー

ジにおいて公表する。 

ア 平成２６年度開始事業は，レビューシートの最終公表後１週間以内 

イ 平成２７年度新規要求事業は，平成２７年度予算概算要求の提出期限

後２週間以内 

 

第３ 平成２６年度の取組のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月上旬        行動計画の策定・公表，取組体制の整備 

６月上中旬 公開プロセスの実施 

４月中旬   事業単位の整理，レビュー対象事業の選定 

 

５月中旬～ 事業担当部署による点検・

６月下旬 レビューシートの作成 

 

５月中旬 チームによる外部有識者会合 

対象事業及び公開プロセス 

対象事業の選定 

６月下旬～  レビューシートの中間公表 

 ７月上旬 （公開プロセス対象事業は除く）

５月下旬～ レビューシートの中間公表 

６月上旬（公開プロセス対象事業に限る）

７月下旬   外部有識者会合の実施 
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８月上旬     チームによる点検（サマーレビュー）及び点検結果の取りまとめ 

８月下旬            概算要求等への反映 

         レビューシート（最終版）及び概算要求への反映状況の公表 



資料２－（１）－１











国際競争ネットワーク（ＩＣＮ）について 

 

１．概要 

  国際競争ネットワーク（International Competition Network。ＩＣＮ）は，競争法執

行における手続面及び実体面の収れんを促進することを目的として平成１３年１０月に

発足した各国・地域の競争当局を中心としたネットワークであり，本年４月現在，１１

５か国・地域から，１２８の競争当局が参加している。このほか，国際機関，研究者，

弁護士等の非政府アドバイザー（Non-Governmental Advisor）も議論に参加している。 

 

２．活動内容 

  ＩＣＮは，主要な２０の競争当局の代表者で構成された運営委員会（Steering Group）

により，その活動全体が管理されており，公正取引委員会は，その発足時から運営委員

会のメンバーとなっている。 

  この運営委員会の下に，テーマごとに，①カルテル作業部会，②企業結合作業部会，

③競争当局有効性作業部会，④単独行為作業部会，⑤アドボカシー作業部会の５つの作

業部会のほか，ＩＣＮの組織及び運営等に関する作業部会等が設置されており，本年４

月まで，公正取引委員会官房審議官（国際担当）がカルテル作業部会の共同議長を務め

ていた（現在はカルテル作業部会の下に創設されているサブグループの共同議長を務め

ている）。 

  これらの作業部会においては，年度ごとに，必要に応じて電話会議が開催され，質問

票の活用及び各競争当局からの書面提出等を通じて，課題等に対する検討が行われてい

る。このほか，それぞれのテーマごとにワークショップが開催されており，公正取引委

員会は，これらの活動に積極的に取り組んでいる。 

 

３．ＩＣＮ年次総会 

  ＩＣＮは，主に４月から６月の間に年次総会を開催しており，ここで，各作業部会に

おける１年間の活動が報告されるとともに，作業部会ごとにテーマを定めて発表及び討

議が行われ，各作業部会の次年度の作業計画が承認される。公正取引委員会は，第１回

年次総会から毎回出席している。 

  なお，第１３回年次総会は本年４月に，モロッコ・マラケシュにおいて開催され，第

１４回年次総会は来年４月末から５月初めにかけて，オーストラリア・シドニーにおい

て開催予定である。 

 

 

 

 

hinoshitadaisuke
スタンプ



ＩＣＮ分担金の算出根拠 

 

 各競争当局の負担方法は，各国一人あたりのＧＮＩ（国内総所得）を基礎として３段階

に分類し，推奨される各メンバーの最低負担額を決定するというものである。 

 具体的には，次のとおりとされている。 

（１）一人当たりのＧＮＩが 3,000 米ドル以上，12,500 米ドル以下：1,000 米ドル 

（２）一人当たりのＧＮＩが 12,500 米ドル超：3,000 米ドル 

 日本については，一人当たりのＧＮＩが 12,500 米ドルを超えることから上記（２）に該

当し，最低 3,000 米ドルの負担金を支払うことになる。 

 

 なお，この負担金額は「最低」を定めるものであり，それ以上の額を負担することは歓

迎されている。 

 

以 上 



資料２－（２）－１
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国
の

地
方

事
務

所
等

で
届

出
を

受
付

（
平

成
２

５
年

１
０

月
１

日
か

ら
）

○
転

嫁
・

表
示

カ
ル

テ
ル

の
届

出
状

況
を

毎
月

公
表

（
平

成
２

６
年

６
月

末
時

点
）

転
嫁

カ
ル

テ
ル

表
示

カ
ル

テ
ル

計

1
5

７
1

3
７

2
9

４

違
反
行
為
の
未
然
防
止
の
た
め
の
取
組
（
周
知
活
動
）

１
．
監
視
・検
査
体
制
の
整
備

○
消

費
税

転
嫁

対
策

の
た

め
の

人
員

と
し

て
１

５
４

名
を

手
当

し
て

，
監

視
・

検
査

を
実

施

hinoshitadaisuke
スタンプ



公
正
取
引
委
員
会
に
お
け
る
消
費
税
転
嫁
対
策
の
取
組
②

公
正

取
引

委
員

会
で

は
，

消
費

税
率

の
引

上
げ

に
伴

い
，

消
費

税
の

円
滑

か
つ

適
正

な
転

嫁
を

確
保

す
る

観
点

か
ら

，
消

費
税

転
嫁

対
策

特
別

措
置

法
等

に
基

づ
く

消
費

税
の

転
嫁

拒
否

等
の

行
為

に
対

す
る

迅
速

か
つ

厳
正

な
対

処
と

と
も

に
，

転
嫁

拒
否

等
の

行
為

の
未

然
防

止
の

た
め

の
周

知
活

動
な

ど
に

取
り

組
ん

で
い

き
ま

す
。

ま
た

，
重

大
な

転
嫁

拒
否

等
の

行
為

が
認

め
ら

れ
た

場
合

に
は

，
勧

告
・

公
表

を
積

極
的

に
行

う
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

＜
転

嫁
拒

否
行

為
に

関
す

る
情

報
収

集
の

取
組

＞
（

１
）

大
規

模
小

売
事

業
者

及
び

大
企

業
等

に
対

す
る

書
面

調
査

公
正

取
引

委
員

会
は

，
中

小
企

業
庁

と
合

同
で

，
大

規
模

小
売

事
業

者
及

び
大

企
業

等
（

資
本

金
１

億
円

以
上

の
買

手
側

）
約

４
万

事
業

者
に

対
し

て
報

告
義

務
を

課
し

て
回

答
を

求
め

る
書

面
調

査
を

実
施

し
て

い
ま

す
。

平
成

２
６

年
４

月
及

び
5

月
に

調
査

票
を

送
付

し
て

い
ま

す
。

（
２

）
中

小
企

業
・

小
規

模
事

業
者

を
対

象
と

し
た

悉
皆

的
な

書
面

調
査

の
実

施
公

正
取

引
委

員
会

は
，

中
小

企
業

庁
と

合
同

で
，

中
小

企
業

・
小

規
模

事
業

者
等

（
売

手
側

）
か

ら
転

嫁
拒

否
等

の
行

為
に

関
す

る
情

報
提

供
を

求
め

る
た

め
の

書
面

調
査

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
平

成
２

６
年

４
月

か
ら

中
小

企
業

・
小

規
模

事
業

者
等

全
体

に
対

し
て

，
広

く
調

査
票

を
送

付
又

は
配

布
し

て
ま

す
。

※
調

査
票

は
公

正
取

引
委

員
会

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
も

掲
載

し
て

お
り

，
回

答
は

随
時

受
け

付
け

て
い

ま
す

。
消

費
税

の
転

嫁
拒

否
等

の
行

為
が

あ
っ

た
場

合
に

は
，

調
査

票
を

プ
リ

ン
ト

ア
ウ

ト
し

て
御

記
入

の
上

，
公

正
取

引
委

員
会

ま
で

郵
送

に
て

送
付

し
て

下
さ

い
。

h
tt

p
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/
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w
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o
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/
te

n
k
a
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a
k
u

/
te

n
k
a
s
yo

m
e
n

ty
o
u

s
a
.h
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新
聞

広
告

消
費

税
率

引
上

げ
直

前
期

に
お
け
る
公

正
取

引
委

員
会

の
集

中
的

な
広

報
に
つ
い
て

鉄
道

車
両
中
吊
り
広
告

掲
載

期
間

３
月

１
７

日
（

月
）

～
３

１
日

（
月

）
の

間
の

２
日

間
～

７
日

間

掲
載

媒
体

全
国

の
主

要
鉄

道
路

線

ラ
ジ
オ
広
告

放
送

媒
体

全
国

の
Ａ

Ｍ
ラ

ジ
オ

３
６

局

消
費

税
の

転
嫁

拒
否

行
為

が
法

律
で

禁
止

さ
れ

て
い

る
こ

と
に

加
え

て
，

転
嫁

拒
否

を
受

け
た

場
合

の
違

反
情

報
受

付
窓

口
を

紹
介

す
る

内
容

放
送

日
３

月
１

７
日

（
月

）
～

２
０

日
（

木
）

の
間

で
各

３
回

掲
載

媒
体

全
国

の
新

聞
紙

４
９

紙

掲
載

日
３

月
１

９
日

（
水

）
～

３
１

日
（

月
）

の
間

の
い

ず
れ

か
１

日

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告

掲
載

媒
体

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
や

各
種

通
信

社
，

新
聞

，
ビ

ジ
ネ

ス
誌

等
の

ニ
ュ

ー
ス

サ
イ

ト

掲
載

期
間

３
月

１
９

日
（

水
）

～
３

１
日

（
月

）
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